
 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 所 在 地 矢掛町東川面４２１－６ 
 
２ 募集戸数 標準世帯用２戸（１－１０３・１－４０２） 
 
３ 構 造 等 鉄筋コンクリート造５階建２棟（３ＤＫ），洋室（１室） 

 和室 6 畳（１室），和室 4.5 畳（1 室），台所，浴室，トイレ 

 

 

 

        

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
４ 入居申込期間及び場所 

  随時募集中 

  午前８時３０分～午後５時（土・日曜日は除く） 

  矢掛町役場 建設課 管理住宅係（１階） 
 
５ 家 賃 等 

   

 

 

 

家 賃 月 額 （標準世帯用） ３４，５００円  

駐車場月額 １区画 ２，１００円  

※上記のほかに，共益費・町内会費が必要です。（町内会管理）  

 （裏面に続く → ） 

 



 

 

 

 

６ 入居できる方 

 （１）標準世帯（現に同居し又は同居しようとする親族がある方） 

 （２）民間企業等に就労している方又は就労することになっている方 

 （３）町で定める基準の収入のある方（同居親族に収入のあるときは合算した額） 

月額収入 １０３，５００円以上 

 （４）税等の滞納のない方 

 （５）申請人と同程度以上の収入を有する県内在住の連帯保証人１人のある方 

    （独立の生計を営み，確実な保証能力を有する方） 

 （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員でない方 

 

７ 申し込みに必要な書類 

 （１）入居申込書（役場建設課にあります） 

 （２）入居予定者の住民票 

 （３）所得証明書（申込時点で証明可能な最新年分のもの）・・・市町村役場税務課

等が証明したもの 

 （４）税完納証明書（町税のほかに水道料，幼稚園・保育園の保育料等で申込時点で

証明可能な最新年分のもの）・・・市町村役場税務課等が証明したもの 

 （５）婚約証明書（該当する方のみ） 

 

８ その他 

（１）申込受付後，収入状況等について実態調査を行う場合があります。申込書の記

載内容及び提出書類に偽りや不正があった場合，申し込みは無効となります。  

（２）入居手続きの際に敷金として家賃月額の３ヶ月分を納めていただきます。 

（３）入居時に矢掛放送に加入していただきます。 

（加入費用として 3,240 円，月額使用料として毎月 1,944 円必要となります） 

（４）入居申込期間中に申込者がいない場合は，随時募集とします。 

 

 

 

 ■お問合せ先  矢掛町役場 建設課（管理住宅係） 

【電話８２－１０１４，有線０６０５】 


